
 

収容人員 300人以上の特定防火対象物のうち、甲種防火管理者の選任が必要な事業所

で選任されている防火管理者に対して、甲種防火管理新規講習終了後、5年以内ごとに

再講習を受講することが定められています。 

※甲種防火管理新規講習の修了以外で資格を取得した場合は、受講義務はありません。 

 

 

  

甲種防火管理新規講習を修了し、防火管理者として選任され

ていますか？ 

選任されている防火対象物は、特定防火対象物ですか？ 

防火対象物全体の収容人員は、300人以上ですか？ 

防火対象物の管理について、権原が分かれていますか？ 

選任されている部分の収容人員は、「表

１」の人数以上ですか？ 

選任されている防火対象物は、甲種防火対象物ですか？ 

再講習の受講義務があります 

再
講
習
の
受
講
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん 

甲種防火管理【再】講習について 

受講義務の有無の確認 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

表１ 甲種防火管理者の選任が必要な事業所（テナント） 

テナント用途 具体的用途 収容人員 

特
定
用
途 

避難困難施設 
火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者

が入所する社会福祉施設など 
10人以上 

上 記 以 外 飲食店・店舗など、不特定多数の者が出入りする用途 30人以上 

非特定用途 共同住宅・事務所などの用途 50人以上 

 



 

 

①選任日が講習修了日から４年以内である場合 

 講習修了日以後の最初の４月１日から５年以内が受講期限 

(例) 

 

②選任日が講習修了日から４年を超えている場合 

 選任日から１年以内が受講期限 

(例)  

甲種防火管理【再】講習の受講期限について 

Ｒ１.11.1 Ｒ３.４.1 Ｒ７.３.31までに

受講 

Ｒ２.４.1 Ｒ７.３.31 

講習を修了した日以後における最初

の４月１日から５年以内に再講習 

講習修了から選任まで

の期間が４年以内 

講習修了 選 任 

Ｈ26.11.1 Ｒ６.５.1 Ｒ７.４.30までに受講 

講習修了から選任までの

期間が４年を超える 

講習修了 選 任 
Ｒ７.４.30 

選任された日から１年以内に再講習 


